
2 - 横浜市立大豆戸小学校 PTA 規約の改定 

・運営委員会の構成を変更（第１５条） 

・上記変更のため施行期日を変更（第２３条） 

 

旧 新 

第１５条 (運営委員会の構成) 

運営委員会は、役員、各常置委員の正・副委員長、

副校長、校長をもって構成される 

第１５条 (運営委員会の構成) 

運営委員会は、役員、各常置委員の正・副委員長

(または委員長から委任を受けた代理の者１名以

上)、副校長、校長をもって構成される 

第２３条 （施行期日）  

 規約は昭和５５年１２月１５日より実施する。  

 昭和５７年５月２６日  一部改正（第２２条）  

 昭和５８年３月１６日  一部改正（第５条）  

 昭和６１年３月１３日  一部改正（第２４条）  

 昭和６２年３月１２日  一部改正（第５条）  

 平成 ２年３月     一部改正（第５条）  

 平成 ４年３月１２日  逐条  

 平成１１年３月 ２日  一部改正  

 平成１５年２月２７日  一部改正  

 平成１８年２月２８日  一部改正  

 平成１９年３月 ７日  一部改正（第１７条）  

 平成２０年３月 ６日  一部改正（第９条）  

 平成２２年３月 ５日  一部改正（第１７条）  

 平成２６年３月 ３日  一部改正（第７条、第

１１条の２、第１２条、第１８条）  

 令和元年５月１７日 一部改正（第１３条） 

 令和３年３月１２日 一部改正（第９条） 

第２３条 （施行期日）  

 規約は昭和５５年１２月１５日より実施する。  

 昭和５７年５月２６日  一部改正（第２２条）  

 昭和５８年３月１６日  一部改正（第５条）  

 昭和６１年３月１３日  一部改正（第２４条）  

 昭和６２年３月１２日  一部改正（第５条）  

 平成 ２年３月     一部改正（第５条）  

 平成 ４年３月１２日  逐条  

 平成１１年３月 ２日  一部改正  

 平成１５年２月２７日  一部改正  

 平成１８年２月２８日  一部改正  

 平成１９年３月 ７日  一部改正（第１７条）  

 平成２０年３月 ６日  一部改正（第９条）  

 平成２２年３月 ５日  一部改正（第１７条）  

 平成２６年３月 ３日  一部改正（第７条、第

１１条の２、第１２条、第１８条）  

 令和元年５月１７日  一部改正（第１３条）  

 令和３年３月１２日 一部改正（第９条） 

 令和４年３月 ５日 一部改正（第１５条） 

 

 


